
省

令

社
団
法
人
日

本
消
防
放
水

器
具
工
業
会

東
京
都
港
区
新

橋
二
丁
目
二
番

十
号

ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
、
連

結
散
水
設
備
及

び
連
結
送
水
管

の
送
水
口

社
団
法
人
日

本
照
明
器
具

工
業
会

東
京
都
台
東
区

上
野
三
丁
目
二

番
一
号

誘
導
灯

規

則

告

示

平成˜š年 月˜�日 月曜日 第š™—™号官 報
〇
総
務
省
令
第
百
二
十
六
号

消
防
法
施
行
規
則（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
四

第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
認
定
機
関
を
指
定
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
九
月
十
七
日

総
務
大
臣

片
山
虎
之
助

消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規

定
す
る
指
定
認
定
機
関
を
指
定
す
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令

消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
指
定
認
定
機
関
を
指
定
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務

省
令
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
の
社
団
法
人
電
池
工
業
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
九
十
号

製
菓
衛
生
師
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百

八
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
菓
衛
生
師
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
十
三
年
九
月
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

製
菓
衛
生
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

製
菓
衛
生
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令

第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
若
し
く
は
住
民
票
の

写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
も
の
に
限
る
。）又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写

し
附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
法
務
省
令
第
六
十
八
号

法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第

十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出
張
所
設
置

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
九
月
十
七
日

法
務
大
臣

森
山

弓

法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出
張
所
設

置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出
張
所
設
置
規

則
（
平
成
十
三
年
法
務
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
千
葉
地
方
法
務
局
の
部
佐
倉
支
局
の
款
成
田
出
張

所
の
項
中
「
印
旛
郡
の
内

富
里
町

印
旛
村

白
井
町

本
埜
村

栄
町
」
を
「
白
井
市

印
旛
郡
の
内

富
里
町

印
旙
村

本
埜
村

栄
町
」
に

改
め
る
。

別
表
富
山
地
方
法
務
局
の
部
同
地
方
法
務
局
の
款
富
山

南
出
張
所
の
項
中
「
辰
尾
」
を
「
辰
尾

珠
泉
東
町
」
に

改
め
る
。

別
表
松
山
地
方
法
務
局
の
部
同
地
方
法
務
局
の
款
同
地

方
法
務
局
の
項
中
「
北
条
市
」
を
「
伊
予
市

北
条
市

伊
予
郡
の
内

松
前
町

中
山
町

双
海
町
」
に
改
め
、
同
款
伊
予
出
張
所
の
項
を
削
る
。

別
表
福
岡
法
務
局
の
部
北
九
州
支
局
の
款
八
幡
出
張
所

の
項
中
「
北
九
州
市
の
内

八
幡
東
区

八
幡
西
区
」
を
「
北
九
州
市
の

八
幡
東
区

中
間
市

遠
賀
郡

内
八
幡
西
区

」
に
改
め
、同
款
水
巻
出
張
所
の
項
を
削
る
。

別
表
佐
賀
地
方
法
務
局
の
部
同
地
方
法
務
局
の
款
鳥
栖

出
張
所
の
項
中
「
三
養
基
郡
の
内

基
山
町

中
原
町

北
茂
安
町
」
を

「
神
埼
郡
の
内

三
田
川
町

東
脊
振
村

三
養
基
郡

」
に
改
め
、
同
款
神
埼
出
張

所
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
別
表
千
葉
地
方
法
務
局
の
部
及
び
富
山

地
方
法
務
局
の
部
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

〇
内
閣
府
告
示
第
十
四
号

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
島
根
県
知
事
か
ら
申
出
の
あ
っ

た
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
つ
い
て
、
平
成
十
三

年
九
月
七
日
付
け
を
も
っ
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
九
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

原
子
力
発
電
施
設
等

島
根
原
子
力
発
電
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
原
子
力
発
電

施
設

二

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
区
域

松
江
市
、
鹿
島
町
、
島
根
町

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則

一
七
e

一
（
職
員
団
体
の
登
録
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次

の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
十
三
年
九
月
十
七
日人

事
院
総
裁

中
島

忠
能

人
事
院
規
則
一
七
e

一
e

一

人
事
院
規
則
一
七
e

一
（
職
員
団
体
の
登
録
）
の

一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
七
e

一
（
職
員
団
体
の
登
録
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
及
び
」
の
下
に
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
又
は
」
の
下
に
「
第
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
。

第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、同
条
を
第
十
条
と
し
、

同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
法
人
）」を
付
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、同
条
を
第
八
条
と
し
、

同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
登
録
の
取
消
し
）」を
付
す

る
。第

六
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
行
な
わ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ
た
」
に
、「
ま

つ
消
」
を
「
抹
消
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
申
請
に
よ
る
登
録
の
抹
消
）

第
五
条

登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
（
法
第
百
八
条
の
四
に

規
定
す
る
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
を
除
く
。）は
、
人
事

院
に
登
録
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
が
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請

を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、
そ
の
旨

を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

人
事
院
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
つ
た
と

き
は
、当
該
申
請
を
し
た
職
員
団
体
の
登
録
を
抹
消
し
、

そ
の
旨
を
当
該
職
員
団
体
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
内
閣
府
告
示
第
十
三
号

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
か
ら
申
出
の
あ
っ

た
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
つ
い
て
、
平
成
十
三

年
九
月
七
日
付
け
を
も
っ
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
九
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

原
子
力
発
電
施
設
等

敦
賀
発
電
所
、
新
型
転
換
炉
ふ
げ
ん
発
電
所
、
高
速
増

殖
原
型
炉
も
ん
じ
ゅ
、
美
浜
発
電
所
、
高
浜
発
電
所
、

大
飯
発
電
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
原
子
力
発
電
施
設

二

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
区
域

敦
賀
市
、
武
生
市
、
小
浜
市
、
池
田
町
、
南
条
町
、
今

庄
町
、
河
野
村
、
越
前
町
、
三
方
町
、
美
浜
町
、
上
中

町
、
名
田
庄
村
、
高
浜
町
、
大
飯
町

（
人
事
院
規
則
一
e

三
四
の
一
部
改
正
）

２

人
事
院
規
則
一
e

三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期

間
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
規
則
一
七
e

一
（
職
員
団
体
の
登
録
）
の
項
中

「
、
第
五
条
、
第
七
条
又
は
第
九
条
」
を
「
か
ら
第
六

条
ま
で
、
第
八
条
又
は
第
十
条
」
に
、「
、
申
出
書
及
び

受
理
証
明
書
の
写
し
」
を
「
及
び
申
出
書
」
に
、「
、
第

四
条
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
又
は
第
十
条
」を「
か

ら
第
五
条
ま
で
又
は
第
七
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
に

改
め
、「
通
知
書
の
写
し
」
の
下
に
「
、
受
理
証
明
書
の

写
し
」
を
加
え
る
。

™


